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「
２５
条
集
会
」
に
参
加
さ
れ
た
方
の

感
想
を
紹
介
し
ま
す
（
⑩
）。 

 

三
浦 
誠
一
（
６６
才
・
道
生
連
会
長
） 

（
１
）
１０
月
２８

日
、
東
京
都
日

比
谷
野
外
音
楽

堂
で
、「
憲
法
２５

条
を
守
れ
」
と

銘
打
っ
た
集
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
各
地
か
ら
、

生
活
保
護
裁
判
を
闘
っ
て
い
る
原
告
・
支

援
者
、
障
害
者
、
非
正
規
労
働
者
等
４
０

０
０
人
が
集
ま
る
大
集
会
と
成
り
ま
し
た
。

１
０
０
人
も
の
生
活
保
護
裁
判
の
原
告
が

参
加
し
、
大
い
に
勇
気
づ
け
ら
れ
る
集
会

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

集
会
に
至
る
背
景
に
は
、
生
活
保
護
基

準
の
引
き
下
げ
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
２

０
０
４
年
～
２
０
０
６
年
の
老
齢
加
算

（
月
額
約
１
万
７
０
０
０
円
）
の
廃
止
、

２
０
０
５
年
～
２
０
０
９
年
の
母
子
加
算

（
月
額
約
２
万
４
０
０
０
円
）
の
廃
止
、

２
０
１
３
年
～
２
０
１
５
年
の
生
活
扶
助

基
準
の
平
均
６
．
５
％
（
最
大
１
０
％
）

の
削
減
、
そ
し
て
、
２
０
１
５
年
７
月
か

ら
は
住
宅
扶
助
基
準
の
大
幅
削
減
（
１
万

円
以
上
）
、
同
年
１０
月
か
ら
は
冬
季
加
算

の
大
幅
削
減
（
２
万
８
０
０
０
円
以
上
）

と
続
き
、
削
減
１１
年
と
な
り
、
大
き
な
節

目
を
迎
え
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
間
、
裁
判
、
審
査
請
求
が
旺
盛
に

取
り
組
ま
れ
、
継
続
し
て
い
ま
す
。
２
０

０
５
年
～
現
在
の
全
国
９
ヵ
所
・
原
告
７３

人
の
老
齢
加
算
裁
判
（
現
在
、
青
森
・
兵

庫
・
熊
本
、
最
高
裁
）、
２
０
０
７
年
～
２

０
１
０
年
の
全
国
５
ヵ
所
・
原
告
１２
人
の

母
子
加
算
裁
判
、
そ
し
て
、
２
０
１
４
年

～
現
在
の
、
全
国
２５
ヵ
所
・
原
告
８
２
３

人
の
切
り
下
げ
違
憲
訴
訟
（
さ
ら
に
、
１２

月
、
原
告
３３
人
で
鹿
児
島
が
提
訴
予
定
）

と
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
１０
年
間
で
、
原

告
数
は
１０
倍
、
提
訴
地
域
は
約
３
倍
へ
と

飛
躍
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
審
査
請
求
は
、
２
０
１
３
年

～
２
０
１
５
年
の
３
年
間
連
続
し
て
取
り

組
ま
れ
、
全
国
で
１
万
人
前
後
の
生
活
保

護
利
用
者
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
日
本

の
社
会
保
障
の
歴
史
上､

空
前
絶
後
の
出

来
事
と
い
え
ま
す
。 

 

こ
う
し
た
生
活
保
護
利
用
者
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
、
今
回
の
集
会
成
功
の
大
き
な
原

動
力
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

（
２
）
安
倍
暴
走
政
治
は
、
生
活
保
護
利

用
者
と
支
援
者
の
声
を
全
く
無
視
し
て
、

今
後
も
生
活
保
護
基
準
の
削
減
を
計
画
し

て
い
ま
す
。
現
に
、
１１
月
に
提
出
さ
れ
た

財
政
制
度
審
議
会
の
答
申
で
は
、
生
活
保

護
の
削
減
に
関
し
て
、
第
一
に
、
生
活
保

護
利
用
者
が
多
す
ぎ
る
（
２
０
０
万
世
帯

２
１
６
万
人
）
の
で
大
幅
に
削
減
す
る
こ

と
（
有
期
保
護
制
度
の
導
入
な
ど
）、
第
二

に
、
医
療
扶
助
が
多
す
ぎ
る
（
生
活
保
護

費
の
約
３０
％
・
約
１
兆
円
）
の
で
削
減
す

る
こ
と
（
一
部
負
担
金
の
導
入
な
ど
）、
第

三
に
、
稼
働
年
齢
層
が
多
い
の
で
就
労
の

促
進
（
就
労
拒
否
者
に
対
す
る
保
護
廃
止

な
ど
）
を
指
示
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

具
体
的
に
、
２
０
１
８
年
（
平
成
３０
年
）

度
の
通
常
国
会
で
の
再
度
の
生
活
保
護
法

の
「
改
正
」
に
ま
で
言
及
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
最
初
の
具
体
化
と
し
て
、
２

０
１
６
年
度
予
算
で
の
、
社
会
保
障
の
伸

び
率
の
圧
縮
に
よ
る
１
０
０
０
億
円
以
上

の
削
減
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
母
子
加
算
の
廃
止
等
が
論
議
の
遡
上

に
登
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。 

 

今
回
の
集
会
は
、
こ
う
し
た
安
倍
暴
走

政
治
に
対
し
て
、
生
活
保
護
利
用
者
と
憲

法
２５
条
を
守
ろ
う
と
す
る
国
民
の
意
志

と
決
意
を
表
明
す
る
絶
好
の
場
と
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

 

（
３
）
現
在
も
闘
わ
れ
て
い
る
生
活
保
護

裁
判
は
、
５０
年
以
上
前
に
闘
わ
れ
た
「
朝

日
訴
訟
・
人
間
裁
判
」
に
例
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
ど
ち
ら
も
、
生
活
保
護
基
準
そ
の

も
の
、
そ
し
て
、
人
間
ら
し
い
生
活
と
は

何
か
を
真
正
面
か
ら
争
う
裁
判
だ
か
ら
と

思
わ
れ
ま
す
。 

 

朝
日
訴
訟
運
動
で
も
、
何
回
か
の
全
国

的
集
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

今
回
の
様
に
４
０
０
０
人
を
超
え
る
集
会

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
で

は
、
朝
日
訴
訟
を
超
え
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
す
。
集
会

に
結
集
し
た
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
裁
判
勝

利
へ
ど
う
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

朝
日
訴
訟
の
教
訓
に
学
び
な
が
ら
考
え
な

け
れ
ば
成
り
ま
せ
ん
。 

 

第
一
は
、
当
時
の
運
動
は
、
基
本
的
に

唯
一
の
労
働
組
合
の
全
国
的
組
織
で
あ
る

「
総
評
」
が
中
心
と
な
っ
て
、「
中
央
対
策

委
員
会
」
を
結
成
し
、
労
働
組
合
だ
け
で

は
な
く
、
全
生
連
、
全
日
自
労
（
現
在
の

健
交
労
）、
日
患
同
盟
、
社
保
協
、
民
医
連

な
ど
の
社
会
保
障
関
係
団
体
、
社
会
党
（
多

く
は
現
在
の
民
主
党
）、
共
産
党
の
政
党
を

巻
き
込
ん
だ
国
民
的
な
運
動
と
し
て
発
展

し
ま
し
た
。
膨
大
な
資
金
を
投
入
し
て
、

パ
ン
フ
の
作
成
、
映
画
の
作
成
、
組
織
者

の
派
遣
、
現
地
調
査
な
ど
で
運
動
を
推
進

し
ま
し
た
。 

 

現
在
は
、
状
況
が
一
変
し
て
い
ま
す
。

組
合
の
全
国
的
組
織
は
、
大
き
く
２
つ
に

分
か
れ
て
お
り
、
力
の
度
合
い
が
違
い
ま

す
。
し
か
し
、
集
会
の
呼
び
か
け
人
や
賛

同
者
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
者
・
研
究

者
・
弁
護
士
な
ど
の
市
民
が
、
自
分
の
考

え
で
生
活
保
護
を
守
れ
と
駆
け
つ
け
て
い

ま
す
。 

 

            

 



全
生
連
、
民
医
連
、
社
保
協
と
い
う
朝

日
訴
訟
以
来
の
組
織
と
は
違
う
、
新
し
い

参
加
者
に
よ
る
運
動
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
１
９
９
０
年
代
頃
か
ら
つ
く
ら
れ

て
き
た
、
弁
護
士
、
学
者
、
司
法
書
士
な

ど
を
中
心
に
し
た
生
活
保
護
裁
判
や
運
動

の
担
い
手
が
積
極
的
な
運
動
の
担
い
手
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
違
い
を
良
く
検
討
し
、
不
利

な
状
況
を
補
い
、
有
利
な
状
況
を
最
大
限

利
用
し
て
、
国
民
的
な
運
動
の
構
築
が
必

要
と
思
わ
れ
ま
す
。 

①
朝
日
訴
訟
時
と
は
違
っ
て
、
現
在
は
、

考
え
方
は
単
一
と
は
い
え
な
い
し
、
中
心

と
な
る
べ
き
組
織
が
あ
る
訳
で
も
な
い
が
、

生
活
保
護
制
度
と
２５
条
を
守
ろ
う
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
、
一
致
す
る
強
固
な
集

団
が
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人

達
・
団
体
と
協
力
し
て
、
生
活
保
護
制
度

を
ま
も
る
緩
や
か
な
組
織
を
結
成
し
て
、

集
会
、
学
習
会
、
研
究
会
な
ど
多
様
な
形

態
で
の
運
動
を
努

力
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
の
人
達

の
多
く
は
、
Ｐ
Ｃ
を

駆
使
し
た
発
進
力

が
高
く
、
漫
画
に
よ

る
宣
伝
・
教
育
、
生

活
保
護
利
用
者
に

よ
る
宣
伝
・
教
育
な

ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
運

動
方
法
を
編
み
出

し
て
い
ま
す
。
国
民

過
半
数
の
共
感
を

め
ざ
し
た
運
動
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
と

思
わ
れ
ま
す
。
今
回
の
様
な
、
集
会
を
何

回
で
も
、
ま
た
、
地
域
で
も
組
織
す
る
こ

と
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

②
労
働
組
合
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、

常
に
意
識
的
に
行
う
こ
と
が
大
切
と
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
、
母
子
加
算
が
、
政
権
交

代
に
よ
っ
て
、
実
現
し
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
政
党
に
対
す
る
働
き
か
け
は
、
非
常

に
大
切
な
課
題
で
す
。
今
回
の
集
会
で
も
、

主
な
野
党
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。 

 

（
４
）
第
二
に
、
朝
日
訴
訟
で
総
評
が
本

格
的
に
こ
の
運
動
に
乗
り
だ
し
た
の
は
、

第
１
審
判
決
が
出
た
後
で
す
。
第
１
審
判

決
は
、
１
９
６
０
年
１０
月
１９
日
、
総
評
が

「
中
央
対
策
会
議
」
を
結
成
し
た
の
は
、

１
９
６
１
年
２
月
１８
日
で
す
。
１
９
６
０

年
の
６
月
頃
ま
で
闘
わ
れ
て
い
た
「
６０
年

安
保
闘
争
（
５
月
１９
日
衆
議
院
委
員
会
強

行
採
決
、
５
月
２０
日
衆
議
院
本
会
議
採
決
、

６
月
１９
日
自
然
成
立
。
６
月
２３
日
岸
内
閣

総
辞
職
）
」
が
、
朝
日
訴
訟
運
動
へ
の
本
格

的
な
参
加
が
遅
れ
た
大
き
な
理
由
と
思
わ

れ
ま
す
。 

 

で
は
、
そ
れ
ま
で
は
、
誰
が
運
動
を
担

い
、
第
１
審
の
勝
利
判
決
を
勝
ち
取
る
原

動
力
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
原
告
と

弁
護
団
と
全
生
連
、
全
日
自
労
、
日
患 

同
盟､

社
保
協
等
で
す
。
現
在
で
も
、
原
告
、

弁
護
団
、
支
援
す
る
組
織
（
生
活
保
護
制

度
を
よ
く
す
る
会
）
と
の
強
力
と
団
結
が

大
切
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。 

 

① 

先
ず
、
原
告
・
朝
日
さ
ん
の
奮
闘

が
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
短
歌
と
手
紙
を
無

数
の
個
人
・
団
体
に
送
付
し
、
運
動
へ
の

支
援
を
訴
え
続
け
ま
し
た
。
１
審
勝
利
の

大
き
な
力
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の

が
、
療
養
所
所
長
、
医
療
担
当
者
、
給
食

担
当
者
に
よ
る
朝
日
さ
ん
を
事
実
上
支
持

す
る
供
述
で
す
。
厳
し
い
療
養
所
で
の
現

実
と
、
朝
日
さ
ん
の
真
心
か
ら
の
呼
び
か

け
が
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
、
間
違
い

な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
す
べ

て
の
原
告
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
自
分

を
担
当
し
て
い
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
は
、

裁
判
の
支
援
を
訴
え
て
ほ
し
い
と
。
こ
れ

が
、
最
も
大
切
な
原
告
の
任
務
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

 

朝
日
訴
訟
は
、
原
告
は
、
一
人
で
し
た
。

や
る
こ
と
は
、
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か

も
、
重
傷
の
結
核
患
者
で
す
。
今
回
の
裁

判
の
原
告
は
、
８
０
０
人
超
で
す
。
多
く

は
、
元
気
で
す
。
こ
の
原
告
の
力
が
今
以

上
に
発
揮
さ
れ
る
な
ら
、
世
論
を
つ
く
り
、

裁
判
官
を
変
え
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
が
必
要
な
の

か
、
検
討
が
必
要
で
す
。 

 

② 

朝
日
訴
訟
は
、
当
時
の
入
院
患
者

の
日
用
品
費
の
金
額
が
、
人
間
ら
し
い
く

ら
し
を
保
障
す
る
も
の
に
成
っ
て
い
る
の

か
、
ど
う
か
が
争
わ
れ
ま
し
た
。
被
告
の

側
は､
「
こ
れ
で
十
分
だ
」
と
主
張
し
、
大

学
の
教
授
に
、「
今
で
も
、
岩
手
の
山
村
で

は
、
子
供
達
は
、
裸
足
走
り
、
用
便
は
、

ワ
ラ
で
始
末
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
健

康
で
文
化
的
な
生
活
だ
」
と
の
証
言
を
さ

せ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
原
告
側
は
、
療
養
所

の
給
食
の
貧
し
さ
と
補
食
の
必
要
性
に
つ

い
て
の
証
言
、
日
患
同
盟
に
よ
る
療
養
所

の
生
活
保
護
利
用
者
の
く
ら
し
の
実
態
の

証
明
、
病
院
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
よ
る

あ
る
病
院
の
手
持
ち
金
等
の
実
証
研
究
の

証
言
等
で
、
と
て
も
人
間
ら
し
い
く
ら
し

が
で
き
な
い
こ
と
を
立
証
し
ま
し
た
。 

 

 

現
在
の
私
た
ち
は
、
何
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
審
査
請
求
を
す
る
生
活

保
護
利
用
者
に
「
自
分
の
生
活
を
リ
ア
ル

に
語
る
『
私
の
手
記
』」
を
書
い
て
も
ら
い
、

「（
削
減
さ
れ
た
の
で
）
食
費
を
削
る
よ
り

方
法
が
な
い
」
な
ど
の
切
実
な
証
言
を
得

て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
原
告
に
は
、
家

計
簿
、
食
事
の
写
真
、
持
ち
物
調
査
を
実

施
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
き
ち
ん
と
し
た

食
事
を
し
て
い
る
世
帯
で
も
、
タ
ン
パ
ク

質
や
ミ
ネ
ラ
ル
が
不
足
し
て
い
る
状
況
が

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
１０

月
に
生
活
保
護
世
帯
の
実
態
調
査
を
約
７

０
０
人
行
い
、
整
理
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

 

今
後
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
バ
ン
フ
に
し
、

チ
ラ
シ
に
し
、「
人
間
ら
し
い
く
ら
し
と
は
、

ほ
ど
遠
い
生
活
保
護
利
用
者
の
く
ら
し
」

を
国
民
に
明
ら
か
に
し
、
裁
判
所
に
届
け

な
け
れ
ば
成
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
う
し
た
運
動
が
全
国
に
展
開
さ
れ
て

き
て
お
り
、
大
き
な
展
望
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
今
回
の
集
会
を
契
機
に
し
て
、
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
の
運
動
が
深
化
す
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。 


